
　

○
補
助
限
度
額　

一
戸
あ
た
り
１
５
０
万
円

（
対
象
経
費
の
１
／
２
相
当
額
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
総
務
課　

地
域
安
全
係

☎
０
９
６（
２
９
３
）３
１
１
１

　

応
急
仮
設
住
宅
な
ど
か
ら
民
間
賃
貸
住
宅
へ
入

居
を
希
望
し
て
い
る
人
が
、
保
証
人
な
ど
が
い
な

い
た
め
に
賃
貸
契
約
が
で
き
な
い
場
合
、
民
間
企

業
が
提
供
す
る
「
見
守
り
サ
ポ
ー
ト
（
※
）」
へ
の

契
約
費
用
を
１
世
帯
あ
た
り
10
万
円
助
成
し
ま

す
。

　

対
象
者
や
入
居
支
援
の
流
れ
な
ど
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
見
守
り
サ
ポ
ー
ト
と
は
…
契
約
す
る
こ
と
で
保

　

証
人
が
見
つ
か
ら
な
い
被
災
者
が
民
間
賃
貸
住

　

宅
へ
入
居
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

県
す
ま
い
対
策
室

☎
０
９
６（
３
３
３
）２
８
２
１

●
被
災
代
替
家
屋
・
償
却
資
産
特
例

　

被
災
し
て
滅
失
ま
た
は
、
解
体
し
た
家
屋
な
ど

の
代
わ
り
に
新
た
に
取
得
し
た
家
屋
や
償
却
資
産

が
あ
る
場
合
、
翌
年
か
ら
４
年
度
分
固
定
資
産
税

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
人
は
申
請
が
必
要
で
す
。
必
要
な

も
の
な
ど
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務
課　

固
定
資
産
税
係

☎
０
９
６（
２
９
３
）３
１
１
７

●
診
断
費
用

　

・
住
宅
の
図
面
（
※
）
が
あ
る
場
合

　

申
請
者
負
担
額　
　

５
，
５
０
０
円

　

・
住
宅
の
図
面
（
※
）
が
な
い
場
合

　
　
　
　

申
請
者
負
担
額　

１
９
，
０
０
０
円

　

※
住
宅
の
図
面
と
は
…
現
況
と
図
面
が
一
致
し
、

　
　

寸
法
、
筋
か
い
・
仕
様
が
明
示
し
て
あ
る
も

　
　

の
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
都
市
計
画
課　

☎
０
９
６（
２
９
３
）４
０
１
１

　

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
（
以
降
レ
ッ
ド
ゾ
ー

ン
）
内
の
人
に
は
、移
転
費
用
の
一
部
を
支
援
し
、

移
転
が
難
し
い
人
へ
は
、
現
住
宅
再
建
に
必
要
な

住
宅
補
強
費
の
一
部
を
支
援
し
ま
す
。

●
対
象
者　

　

レ
ッ
ド
ゾ
ー
ン
内
の
住
宅
に
区
域
指
定
前
か
ら

住
み
、「
平
成
28
年
熊
本
地
震
」
の
居
住
者
用
り

災
証
明
書
が
「
全
壊
」、「
大
規
模
半
壊
」
で
、
再

建
（
移
転
・
建
て
替
え
）
が
必
要
な
人
。

●
補
助
金
額

①
住
宅
移
転
費
支
援
事
業

　

○
交
付
条
件　

こ
れ
ま
で
住
ん
で
い
た
住
宅
の

　
　

処
分
、
県
内
の
レ
ッ
ド
ゾ
ー
ン
外
へ
の
移
転

　

○
補
助
限
度
額　

一
戸
あ
た
り
３
０
０
万
円

　
　

※
住
宅
除
却
費
、
移
転
経
費
、
住
宅
建
設
・

　
　
　

購
入
費
、
賃
貸
住
宅
に
入
居
す
る
際
の
賃

　
　
　

貸
費
（
１
年
間
）
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。

②
住
宅
補
強
支
援
事
業

　

○
補
助
対
象
に
な
る
経
費

　

・
レ
ッ
ド
ゾ
ー
ン
内
で
の
建
て
替
え
ま
た
は
部

　
　

分
建
て
替
え
に
必
要
な
住
宅
補
強
工
事
費
用

　
　

と
そ
の
設
計
費
用

地
震
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
宅
地
擁
壁
被
害
の
対

策
を
支
援
し
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●
対
象　

避
難
路
（
道
路
）
な
ど
に
影
響
す
る
擁

壁
の
復
旧
工
事

●
要
件
（
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
こ
と
）

　

①
盛
土
の
高
さ
が
２
ｍ
以
上

　

②
盛
土
の
上
に
家
屋
が
２
戸
以
上

　

③
盛
土
が
避
難
路
（
道
路
）、
鉄
道
、
河
川
に

　
　

面
し
て
い
る

　

④
擁
壁
が
壊
れ
て
い
る
（
ひ
び
割
れ
や
目
地
詰

　
　

め
な
ど
の
補
修
で
は
な
い
）

　

⑤
復
旧
工
事
に
着
手
し
て
い
な
い

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
都
市
計
画
課

☎
０
９
６（
２
９
３
）４
０
１
１

　

県
内
に
あ
る
戸
建
木
造
住
宅
の
所
有
者
を
対
象

に
住
宅
の
耐
震
診
断
を
す
る
と
き
の
耐
震
診
断
士

の
派
遣
補
助
を
県
が
行
い
ま
す
。
必
要
書
類
や
、

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
（
費
用
に
は
別
途
振
込
み
手
数
料
が
必
要
）。

●
対
象
者　

住
宅
所
有
者

●
対
象
建
築
（
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
こ
と
）

　

①
戸
建
木
造
住
宅
で
居
住
中
の
も
の

　

②
従
来
軸
組
工
法
、
枠
組
壁
工
法
ま
た
は
伝
統

　
　

的
構
法
で
建
築
、
地
上
３
階
以
下
の
も
の

　

③
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
し
た
も
の

　
　

ま
た
は
昭
和
56
年
６
月
１
日
以
降
に
着
工
し

　
　

た
も
の
で
「
平
成
28
年
熊
本
地
震
」
に
よ
り

　
　

被
災
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の

　

④
建
築
基
準
法
の
違
反
が
な
い
も
の

　

⑤
他
の
補
助
制
度
な
ど
の
よ
る
補
助
金
交
付
を

　
　

受
け
て
耐
震
診
断
を
行
っ
て
い
な
い
も
の

■
復
興
基
金
に
よ
る
支
援

　

被
災
者
に
対
し
て
被
災
宅
地
の
復
旧
に
関
す
る

経
費
の
一
部
を
支
援
し
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
対
象　

の
り
面
の
復
旧
工
事
、
擁
壁
の
復
旧
工

事
、
住
宅
基
礎
の
傾
斜
修
復
工
事
、
地
盤
の
復
旧

工
事
な
ど

●
補
助
額
（
次
の
式
で
計
算
し
た
金
額
）　

（　

工
事
費　

―　

50
万
円　

）
×　

２
／
３

　

※
対
象
工
事
費
は
１
，
０
０
０
万
円
が
限
度

■
宅
地
耐
震
化
推
進
（
拡
充
）
事
業

　

小
規
模
な
盛
土
造
成
宅
地
の
滑
動
崩
落
の
防
止

や
、
避
難
路
（
道
路
）
な
ど
を
保
全
す
る
た
め
、

平成28年熊本地震
大津町・
　被災支援のまとめ

平成30年
９月12日

現在

☎

（

）

戸
建
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断

☎

（

）

保
証
人
不
在
被
災
者
支
援
事
業

☎

（

）

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
内
へ
の
支
援

被
災
宅
地
復
旧
へ
の
支
援

Info
rm
atio

n

☎

（

）

固
定
資
産
税
軽
減

大津町総合防災訓練

10月28日日
時間　午前９時から
場所　大津小学校　  

　災害時に行動をとるには訓練が必要です。いざというときのためにも参加しませんか。

　町では毎年10月に防災訓練をしています。防災に関して町民一体となっ
て考えることができる日です。
　ご参加よろしくお願いいたします。

もしもの災害に備える！

大津町被災支援のまとめ

　私たちが経験した平成28年熊本地震に代表されるように、災害はいつ起こるかわかりません。
　そして、災害発生時にできることは限られていますが、日々の生活の中で備えることと、災害が
起こったときのための心構えはできます。もう一度、おさらいして地震に備えましょう。

●非常口や通路に物を置かない
●棚などの上に物を置かない
●寝室に転倒防止対策をしてい
　ない家具を置かない　　など

家や職場の危険度チェック

●町のハザードマップなどを確
　認して、自宅周辺や避難所ま
　での道に危険がないかを確認
　しておく

地域の危険度チェック

●電話ができないときのための
　連絡手段を決めておく
●連絡がつかないときのために
　集合場所を決めておく

家族の連絡手段を決める

避難準備・高齢者等
 避難開始

避 難 勧 告避 難 勧 告

避難指示（緊急）

●災害時に持ち出しやすい場所に備えましょう。
□食料３日分（レトルト食品、缶詰、お菓子、イン
　スタントラーメン　など）
□飲料３日分（１人１日３リットル）
□救急医療品
□懐中電灯・ロープ
□携帯ラジオ
□衣類（下着類など）
□現金・貴重品
　※内容は一例です

非常用持ち出し袋をチェックしましょう

●最新情報をラジオやインターネットなどで必ず
　確認し、危険を感じたら自主避難をしましょう。

町が発令する避難情報に注意しましょう

シェイクアウト訓練

11月１日木
時間　午前10時ごろ

　  場所　その時にいる場所

　シェイクアウト訓練とは地震を想定した訓練で、防災無線を利用したサイ
レンをきいて安全行動を行うものです。その場で行う簡単な訓練です。災害
時の一瞬の判断力を身につける訓練です。ぜひ、参加してください。

●内容　【第一部】午前９時から…………各行政区の避難所を中心に訓練開始。
　　　　【第二部】午前10時 30分から…大津小学校で町の避難所開設と運
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  営訓練。消防車両展示　など
　※内容については変更になる可能性があります。

▶いつでも避難できるように準
備。また、避難に時間がかか
る人は避難を開始しましょう。
▶避難所などの安全な場所へ速
やかに避難しましょう。
▶直ちに避難しましょう。外出
が危険な場合は自宅内の安全
な場所に避難しましょう。

「遭」ったら困る　困る前に備えましょう

想定外を想定内に　訓練に参加しませんか？

●問い合わせ　　　　　　　　　　　　　　　　
役場総務課　地域安全係　☎096（293）3111   
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